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埼
玉
県
ケ
ア
ラ
ー
支
援
条
例 

 
（
目
的
） 

第
一
条 
こ
の
条
例
は
、
ケ
ア
ラ
ー
の
支
援
に
関
し
、
基
本
理
念
を
定
め
、
県
の
責
務
並
び
に
県

民
、
事
業
者
及
び
関
係
機
関
の
役
割
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、
ケ
ア
ラ
ー
の
支
援
に
関
す

る
施
策
の
基
本
と
な
る
事
項
を
定
め
る
こ
と
に
よ
り
、
ケ
ア
ラ
ー
の
支
援
に
関
す
る
施
策
を
総

合
的
か
つ
計
画
的
に
推
進
し
、
も
っ
て
全
て
の
ケ
ア
ラ
ー
が
健
康
で
文
化
的
な
生
活
を
営
む
こ

と
が
で
き
る
社
会
を
実
現
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。 

 

（
定
義
） 

第
二
条 

こ
の
条
例
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
と

こ
ろ
に
よ
る
。 

 

一 

ケ
ア
ラ
ー 

高
齢
、
身
体
上
又
は
精
神
上
の
障
害
又
は
疾
病
等
に
よ
り
援
助
を
必
要
と
す

る
親
族
、
友
人
そ
の
他
の
身
近
な
人
に
対
し
て
、
無
償
で
介
護
、
看
護
、
日
常
生
活
上
の
世

話
そ
の
他
の
援
助
を
提
供
す
る
者
を
い
う
。 

 

二 

ヤ
ン
グ
ケ
ア
ラ
ー 

ケ
ア
ラ
ー
の
う
ち
、
十
八
歳
未
満
の
者
を
い
う
。 

 

三 

関
係
機
関 

介
護
、
障
害
者
及
び
障
害
児
の
支
援
、
医
療
、
教
育
、
児
童
の
福
祉
等
に
関

す
る
業
務
を
行
い
、
そ
の
業
務
を
通
じ
て
日
常
的
に
ケ
ア
ラ
ー
に
関
わ
る
可
能
性
が
あ
る
機

関
を
い
う
。 

 

四 

民
間
支
援
団
体 

ケ
ア
ラ
ー
の
支
援
を
行
う
こ
と
を
目
的
と
す
る
民
間
の
団
体
を
い
う
。 

 

（
基
本
理
念
） 

第
三
条 

ケ
ア
ラ
ー
の
支
援
は
、
全
て
の
ケ
ア
ラ
ー
が
個
人
と
し
て
尊
重
さ
れ
、
健
康
で
文
化
的

な
生
活
を
営
む
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

ケ
ア
ラ
ー
の
支
援
は
、
県
、
県
民
、
市
町
村
、
事
業
者
、
関
係
機
関
、
民
間
支
援
団
体
等
の

多
様
な
主
体
が
相
互
に
連
携
を
図
り
な
が
ら
、
ケ
ア
ラ
ー
が
孤
立
す
る
こ
と
の
な
い
よ
う
社
会

全
体
で
支
え
る
よ
う
に
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

ヤ
ン
グ
ケ
ア
ラ
ー
の
支
援
は
、
ヤ
ン
グ
ケ
ア
ラ
ー
と
し
て
の
時
期
が
特
に
社
会
に
お
い
て
自

立
的
に
生
き
る
基
礎
を
培
い
、
人
間
と
し
て
基
本
的
な
資
質
を
養
う
重
要
な
時
期
で
あ
る
こ
と

に
鑑
み
、
適
切
な
教
育
の
機
会
を
確
保
し
、
か
つ
、
心
身
の
健
や
か
な
成
長
及
び
発
達
並
び
に

そ
の
自
立
が
図
ら
れ
る
よ
う
に
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
県
の
責
務
） 

第
四
条 

県
は
、
前
条
に
定
め
る
基
本
理
念
（
第
六
条
第
一
項
及
び
第
七
条
第
一
項
に
お
い
て
「
基

本
理
念
」
と
い
う
。
）
に
の
っ
と
り
、
ケ
ア
ラ
ー
の
支
援
に
関
す
る
施
策
を
総
合
的
か
つ
計
画

的
に
実
施
す
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

県
は
、
ケ
ア
ラ
ー
の
支
援
に
お
け
る
市
町
村
の
役
割
の
重
要
性
に
鑑
み
、
市
町
村
が
ケ
ア
ラ



ー
の
支
援
に
関
す
る
施
策
を
実
施
す
る
場
合
に
は
、
助
言
そ
の
他
の
必
要
な
支
援
を
行
う
も
の

と
す
る
。 

３ 
県
は
、
第
一
項
の
施
策
を
実
施
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
市
町
村
、
事
業
者
、
関
係
機
関
、
民

間
支
援
団
体
等
と
相
互
に
連
携
を
図
る
も
の
と
す
る
。 

（
県
民
の
役
割
） 

第
五
条 

県
民
は
、
ケ
ア
ラ
ー
が
置
か
れ
て
い
る
状
況
及
び
ケ
ア
ラ
ー
の
支
援
の
必
要
性
に
つ
い

て
の
理
解
を
深
め
、
ケ
ア
ラ
ー
が
孤
立
す
る
こ
と
の
な
い
よ
う
に
十
分
配
慮
す
る
と
と
も
に
、

県
及
び
市
町
村
が
実
施
す
る
ケ
ア
ラ
ー
の
支
援
に
関
す
る
施
策
に
協
力
す
る
よ
う
努
め
る
も
の

と
す
る
。 

（
事
業
者
の
役
割
） 

第
六
条 

事
業
者
は
、
基
本
理
念
に
の
っ
と
り
、
ケ
ア
ラ
ー
の
支
援
の
必
要
性
に
つ
い
て
の
理
解

を
深
め
、
そ
の
事
業
活
動
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
県
及
び
市
町
村
が
実
施
す
る
ケ
ア
ラ
ー
の

支
援
に
関
す
る
施
策
に
協
力
す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

事
業
者
は
、
雇
用
す
る
従
業
員
が
ケ
ア
ラ
ー
で
あ
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
を
認
識
す
る
と
と

も
に
、
当
該
従
業
員
が
ケ
ア
ラ
ー
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
ケ
ア
ラ
ー
の
意
向
を
尊
重

し
つ
つ
、
勤
務
す
る
に
当
た
っ
て
の
配
慮
、
情
報
の
提
供
そ
の
他
の
必
要
な
支
援
を
行
う
よ
う

努
め
る
も
の
と
す
る
。 

（
関
係
機
関
の
役
割
） 

第
七
条 

関
係
機
関
は
、
基
本
理
念
に
の
っ
と
り
、
県
及
び
市
町
村
が
実
施
す
る
ケ
ア
ラ
ー
の
支

援
に
関
す
る
施
策
に
積
極
的
に
協
力
す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

関
係
機
関
は
、
そ
の
業
務
を
通
じ
て
日
常
的
に
ケ
ア
ラ
ー
に
関
わ
る
可
能
性
が
あ
る
立
場
に

あ
る
こ
と
を
認
識
し
、
関
わ
り
の
あ
る
者
が
ケ
ア
ラ
ー
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
ケ
ア

ラ
ー
の
意
向
を
尊
重
し
つ
つ
、
ケ
ア
ラ
ー
の
健
康
状
態
、
そ
の
置
か
れ
て
い
る
生
活
環
境
等
を

確
認
し
、
支
援
の
必
要
性
の
把
握
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。 

３ 

関
係
機
関
は
、
支
援
を
必
要
と
す
る
ケ
ア
ラ
ー
に
対
し
、
情
報
の
提
供
、
適
切
な
支
援
機
関

へ
の
案
内
又
は
取
次
ぎ
そ
の
他
の
必
要
な
支
援
を
行
う
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。 

（
ヤ
ン
グ
ケ
ア
ラ
ー
と
関
わ
る
教
育
に
関
す
る
業
務
を
行
う
関
係
機
関
の
役
割
） 

第
八
条 

ヤ
ン
グ
ケ
ア
ラ
ー
と
関
わ
る
教
育
に
関
す
る
業
務
を
行
う
関
係
機
関
は
、
そ
の
業
務
を

通
じ
て
日
常
的
に
ヤ
ン
グ
ケ
ア
ラ
ー
に
関
わ
る
可
能
性
が
あ
る
立
場
に
あ
る
こ
と
を
認
識
し
、

関
わ
り
の
あ
る
者
が
ヤ
ン
グ
ケ
ア
ラ
ー
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
ヤ
ン
グ
ケ
ア
ラ
ー
の

意
向
を
尊
重
し
つ
つ
、
ヤ
ン
グ
ケ
ア
ラ
ー
の
教
育
の
機
会
の
確
保
の
状
況
、
健
康
状
態
、
そ
の

置
か
れ
て
い
る
生
活
環
境
等
を
確
認
し
、
支
援
の
必
要
性
の
把
握
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

ヤ
ン
グ
ケ
ア
ラ
ー
と
関
わ
る
教
育
に
関
す
る
業
務
を
行
う
関
係
機
関
は
、
支
援
を
必
要
と
す

る
ヤ
ン
グ
ケ
ア
ラ
ー
か
ら
の
教
育
及
び
福
祉
に
関
す
る
相
談
に
応
じ
る
と
と
も
に
、
ヤ
ン
グ
ケ



ア
ラ
ー
に
対
し
、
適
切
な
支
援
機
関
へ
の
案
内
又
は
取
次
ぎ
そ
の
他
の
必
要
な
支
援
を
行
う
よ

う
努
め
る
も
の
と
す
る
。 

（
ケ
ア
ラ
ー
の
支
援
に
関
す
る
推
進
計
画
） 

第
九
条 
県
は
、
ケ
ア
ラ
ー
の
支
援
に
関
す
る
施
策
を
総
合
的
か
つ
計
画
的
に
推
進
す
る
た
め
の

計
画
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
推
進
計
画
」
と
い
う
。
）
を
策
定
す
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

推
進
計
画
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
定
め
る
も
の
と
す
る
。 

一 

ケ
ア
ラ
ー
及
び
ヤ
ン
グ
ケ
ア
ラ
ー
の
支
援
に
関
す
る
基
本
方
針 

二 

ケ
ア
ラ
ー
及
び
ヤ
ン
グ
ケ
ア
ラ
ー
の
支
援
に
関
す
る
具
体
的
施
策 

三 

前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
ケ
ア
ラ
ー
及
び
ヤ
ン
グ
ケ
ア
ラ
ー
の
支
援
に
関
す
る
施

策
を
推
進
す
る
た
め
に
必
要
な
事
項 

３ 

県
は
、
推
進
計
画
を
定
め
、
又
は
変
更
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
こ
れ
を
公
表
す
る
も
の
と

す
る
。 

（
広
報
及
び
啓
発
） 

第
十
条 

県
は
、
広
報
活
動
及
び
啓
発
活
動
を
通
じ
て
、
県
民
、
事
業
者
及
び
関
係
機
関
が
、
ケ

ア
ラ
ー
が
置
か
れ
て
い
る
状
況
、
ケ
ア
ラ
ー
の
支
援
の
方
法
等
の
ケ
ア
ラ
ー
の
支
援
等
に
関
す

る
知
識
を
深
め
、
社
会
全
体
と
し
て
ケ
ア
ラ
ー
の
支
援
が
推
進
さ
れ
る
よ
う
必
要
な
施
策
を
講

ず
る
も
の
と
す
る
。 

（
人
材
の
育
成
） 

第
十
一
条 

県
は
、
ケ
ア
ラ
ー
の
支
援
の
充
実
を
図
る
た
め
、
相
談
、
助
言
、
日
常
生
活
の
支
援

等
の
ケ
ア
ラ
ー
の
支
援
を
担
う
人
材
を
育
成
す
る
た
め
の
研
修
の
実
施
そ
の
他
の
必
要
な
施
策

を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。 

（
民
間
支
援
団
体
等
に
よ
る
支
援
の
推
進
） 

第
十
二
条 

県
は
、
民
間
支
援
団
体
そ
の
他
の
ケ
ア
ラ
ー
を
支
援
し
て
い
る
者
が
適
切
か
つ
効
果

的
に
ケ
ア
ラ
ー
の
支
援
を
推
進
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
情
報
の
提
供
、
助
言
そ
の
他
の
必
要

な
施
策
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。 

（
体
制
の
整
備
） 

第
十
三
条 

県
は
、
ケ
ア
ラ
ー
の
支
援
を
適
切
に
実
施
す
る
た
め
、
ケ
ア
ラ
ー
の
支
援
に
関
す
る

施
策
を
総
合
的
か
つ
計
画
的
に
実
施
す
る
た
め
に
必
要
な
体
制
及
び
県
、
市
町
村
、
関
係
機
関
、

民
間
支
援
団
体
等
の
相
互
間
の
緊
密
な
連
携
協
力
体
制
の
整
備
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。 

（
財
政
上
の
措
置
） 

第
十
四
条 

県
は
、
ケ
ア
ラ
ー
の
支
援
に
関
す
る
施
策
を
推
進
す
る
た
め
、
必
要
な
財
政
上
の
措

置
を
講
ず
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。 

 
 

 

附 

則 

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 



 
 

令
和
二
年
三
月
三
日
提
出 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

埼 

玉 

県 

議 

会 

議 

員 
 

 

小 

島 
 

信 

昭 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

同 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

岩 

﨑 
 

 
 

宏 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

同 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

武 

内 
 

政 

文 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

同 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

田 

村 
 

 

実 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

同 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

諸 

井 
 

真 

英 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

同 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

木 

下 
 

高 

志 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

同 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

白 

土 
 

幸 

仁 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

同 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

細 

田 
 

善 

則 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

同 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

吉 

良 
 

英 

敏 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

同 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

宮 

崎 
 

栄
治
郎 

同 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

神 

尾 
 

髙 

善 

同 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

中
屋
敷 

 

慎 

一 

同 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

梅 

澤 
 

佳 

一 

同 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

新 
井 

 

一 

徳 

同 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

須 
賀 

 

敬 

史 

同 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

中 

野 
 

英 

幸 

同 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

小 

川 
 

真
一
郎 

同 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

荒 

木 
 

裕 

介 

同 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

新 

井 
 

 
 

豪 

同 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

立 

石 
 

泰 

広 

同 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

小
久
保 

 

憲 

一 

同 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

杉 

島 
 

理
一
郎 

同 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

永 

瀬 
 

秀 

樹 

同 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

岡 

田 
 

静 

佳 

同 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

内 

沼 
 

博 

史 

同 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

横 

川 
 

雅 

也 

同 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

飯 

塚 
 

俊 

彦 

同 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

浅 

井 
 

 
 

明 

同 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

宇
田
川 

 

幸 

夫 

同 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

松 

澤 
 

 
 

正 

同 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

美 

田 
 

宗 

亮 

同 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

藤 

井 
 

健 

志 

同 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

木 

下 
 

博 

信 



同 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

関 

根 
 

信 

明 

同 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

宮 

﨑 
 

吾 

一 

同 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

髙 

木 
 

功 

介 

同 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

松 

井 
 

 
 

弘 

同 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

渡 

辺 
 

 
 

大 

同 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

千 

葉 
 

達 

也 

同 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

山 

口 
 

京 

子 
同 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

逢 

澤 
 

圭
一
郎 

   
 

 
 

 
 

提 

案 

理 

由 

 

ケ
ア
ラ
ー
の
支
援
に
関
し
、
基
本
理
念
を
定
め
、
県
の
責
務
並
び
に
県
民
、
事
業
者
及
び
関
係

機
関
の
役
割
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、
ケ
ア
ラ
ー
の
支
援
に
関
す
る
施
策
の
基
本
と
な
る
事

項
を
定
め
る
こ
と
に
よ
り
、
ケ
ア
ラ
ー
の
支
援
に
関
す
る
施
策
を
総
合
的
か
つ
計
画
的
に
推
進
し
、

も
っ
て
全
て
の
ケ
ア
ラ
ー
が
健
康
で
文
化
的
な
生
活
を
営
む
こ
と
が
で
き
る
社
会
を
実
現
し
た
い

の
で
、
こ
の
案
を
提
出
す
る
も
の
で
あ
る
。 

  


